
一般競争入札（総合評価落札方式）に関する質問及び回答（Q&A） 

最終更新日 2025 年 10 月 27 日 

独立行政法人情報処理推進機構 

件名：デジタル人材育成・DX 推進エコシステムにおけるプラットフォーム構築業務 

項番 資料名 頁番号 項目名 質問内容 回答 回答掲載日 

1 
Ⅳ．入札資料作成要領

及び評価手順 

p. 35 第 3 章 添付

資料の作成

要領 

「個人情報保護体制について」「情

報セキュリティ対策ベンチマーク

確認書」については、再請負先事業

者等についても対象となるか。 

記入いただく情報は、応札される事業者が対

象となります。 

なお、再請負の際は、契約書「第 2 条 再請負

の制限」および調達仕様書「9. 再請負に関す

る事項」を遵守いただく必要がございます。 

2025 年 

10 月 20 日 

2 
Ⅰ．入札説明書 p. 5 5. 入札に関

する質問の

受付等 

質問書の回答は、随時掲載されるの

か。それとも、すべての質問が揃っ

た後にまとめて掲載されるのか。 

「Q&A」としてウェブページに随時掲載いた

します。 

なお、「5. 入札に関する質問の受付等」（2）

の受付期間中、質問書を何度ご提出いただい

ても問題ございません。 

2025 年 

10 月 21 日 

3 
Ⅲ．調達仕様書 

（入札説明書別紙） 

p. 26 8. 入札参加

に関する事

項 

入札の必須要件は、再委託先も含め

て充足できれば認められるか。 

応札者の条件として記載しておりますため、

応札者が有していることが基本となります。 

なお、「8.1. 公的な資格や認証等の取得」に記

載の通り、公的な資格や認証を有しない場合

でも、同等のマネジメントシステムを有して

いれば、管理体制・運営規程・管理手順規定

等をご提示いただくことで条件を満たしま

す。 

2025 年 

10 月 21 日 



4 
Ⅳ．入札資料作成要領

及び評価手順 

p. 34 第 2 章 提案

書の作成要

領及び説明 

「2.4 留意事項」⑤に提案書の上限

が 40 頁とあるが、表紙や目次は含

まれるか。 

表紙等も含めて 40 頁以内としてください。 2025 年 

10 月 21 日 

5 
Ⅰ．入札説明書 

 

 

p.4 2．競争参加

資格 

 

本調達において、複数事業者による

コンソーシアムを結成しての入札

参加は認められますか？ 

またコンソーシアムの入札参加が

認められる場合、 

① 「入札説明書」の「2. 競争参加

資格」 

② 「調達仕様書」の「8. 入札参

加に関する事項」 

それぞれの各項に示されている条

件について、コンソーシアム参加

社すべてが満たす必要があるか、

参加社のうち１社が満たせば入札

可能なのか、についてご教示くだ

さい。 

当機構は、落札事業者１社と契約締結いたし

ます。 

契約書「第 2 条 再請負の制限」および調達

仕様書「9. 再請負に関する事項」を遵守いた

だければ、複数社へ再請負等いただいても問

題ございません。 

なお、入札説明書「6．入札参加前に提出する

資料」（3）にて、リスト記述項目として ”役

務再委託実施業者名” と記載しております

通り、再委託先・再々委託先事業者等につき

ましては、「機器・役務リスト（案）」のご提

出によりサプライチェーン・リスクに係る懸

念が払拭された事業者であることが前提で

す。 

 

入札説明書「2. 競争参加資格」および調達仕

様書「8. 入札参加に関する事項」につきまし

ては、応札される事業者が対象となります。 

2025 年 

10 月 27 日 

Ⅲ．調達仕様書 

（入札説明書別紙） 

p.26 8. 入札参加

に関する事

項 

6 
【別紙 1】要件定義書 

（調達仕様書別紙 1） 

p.6 1.5 業務実施

の時期・時間 

 

「1.5. 業務実施の時期・時間」(3)項

番１に、回答時間は「24 時間 365日」

との記載がございます。 

一方で(2)業務の実施・提供時間の

「イ 運用時間」には「運用・保守

【別紙 1】要件定義書に誤記がありましたの

で訂正いたします。 

「1.5. 業務実施の時期・時間」(3) 表 8 の項

番１の「回答時間」は、正しくは「平日（土

日及び祝日、年末年始を除く）の 9 時から 17

2025 年 

10 月 27 日 



業者の運用時間は平日（土日及び祝

日、年末年始を除く）の 9 時から 17

時までとする。」との記載がござい

ます。 

運用・保守業者の運用時間に鑑み、

ヘルプデスクの回答時間は「24 時間

365 日」であることを要するのか、

あらためて確認をさせていただけ

ますでしょうか。 

時まで」となります。 

 


